
目標

活動

方針

休養

日

活動

時間

月 参加予定大会等 その他

４月 ○第1回春季英語ディベート合同練習会

５月 ○第2回春季英語ディベート合同練習会

６月 ○栃木県英語ディベート春季大会

７月 ○第1回夏季英語ディベート合同練習会

８月 ○全国高校即興型英語ディベート合宿・大会

９月 ○第1回秋季英語ディベート合同練習会

１０月 ○第2回秋季英語ディベート合同練習会

１１月 ○D-1英語ディベート選手権大会兼全国高校生英語ディベート大会栃木県予選

１２月
○第1回冬季英語ディベート合同練習会

○全国高校生英語ディベート大会

〇全国高校即興型英語ディベート大会

１月
○第2回冬季英語ディベート合同練習会

○HPDU栃木県大会兼第3回冬季英語ディベート合同練習会

２月 ○第4回冬季英語ディベート合同練習会

３月 ○栃木県英語ディベート冬季大会

○一日の活動時間は、平日は２時間程度として１８時半には完全下校とし、休業日は３時間程度とする。

　活動は、できるだけ短時間に合理的かつ効率的・効果的に行う。

○定期試験初日の１週間前から定期試験実施期間（最終日を除く）は原則として活動を行わない。ただし、

　当該期間においても、大会等参加の場合は、校長の承認を得て活動を実施することもある。

栃木県立佐野高等学校SGクラブディベート班の活動方針及び年間活動計画等

〇ディベートを通じて、英語で即興で話したり文章を書いたりする力をつける。

〇ディベートを通じて、多角的な視点で物事を見る力を養う。

〇県大会上位入賞や全国大会出場を目指す。

○生徒の健康管理に十分に配慮し、適正な休養日を確保する。

○学校生活や授業等に支障のない範囲で、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

○生徒の技術・競技力の向上と人間関係の構築を目的として、他校との練習試合を積極的に行う。

○原則として、木曜日、土曜日、日曜日を休養日とする。

○大会参加や練習試合等で日曜日の休養日が確保できなかった場合は、翌月曜日を休養日とする。

○長期休業中も、学期中に準じた扱いとする。

○８／１２～８／１５、１２／２９～１／３は、休養日とする。


